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熊本県告示第１０５２号                                                          
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２１年１１月２４日  
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主た 

る事務所の所在地及

び代表者の氏名 

指定年月日

 

 事業所番号 サービスの

種類 

ニチイケアセンター

ひとよし 

人吉市西間下町字一

本杉１３２－１サン

マリーンビルⅡ１階 

株式会社  ニチイ学

館 

東京都千代田区神田

駿河台二丁目９番地 

寺田 大輔 

平成２１年

１２月１日

4310600145 居宅介護 

重度訪問介

護 

 
 
熊本県告示第１０５３号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年１１月２４日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１１月２４日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 

前

  7.8 

  ～ 

 13.2  

 

  44.0 

  

主要地方道 

 

 

 

 

有明倉岳

線 

 

 

 

上天草市松島町字美野 

    ８７４番地先から 

同所 

    ８７５番１地先まで 

 

 

後

  7.8 

  ～ 

 

  44.0 

道路法

第２４

条工事

（交差

点改良）

第１１８６１号 

平成 21 年 11 月 24 日(火)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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     31.5    

 

前

  7.2 

  ～ 

 11.6 

 

  57.0 

一般県道 津留柳線 阿蘇郡高森町大字野尻字仏ノ

辻 

  １１９８番１地先から 

同所 

  １２１１番地先まで 

 

後

  8.5 

  ～ 

 17.0 

 

  56.0 

単道改

（改築

による

拡幅）

２ 区域を変更する期日 平成２１年１１月２４日 
 

 
熊本県告示第１０５４号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年１１月２４日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１１月２４日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

天草市有明町楠甫 

          ４０７７番１地先から 

同所 

          ４０００番２地先まで 

   666.0 主要地方道 有明倉岳線 

上天草市松島町教良木 

          ８７４番地先から 

同所 

          ８７５番１地先まで 

    44.0 

単道改

（改築

による

拡幅）

２ 供用を開始する期日 平成２１年１１月２５日 
 

 
熊本県告示第１０５５号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年１１月２４日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１１月２４日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

熊本市水前寺六丁目 

          ６３番地先から 

同所 

          ９８番地先まで 

 

   261.0 一般県道 戸島熊本線 

熊本市水前寺公園 

          ５１４番地先から 

同所 

          ５３１番地先まで 

    98.0 

緊道整

交安 

（改築

による

拡幅及

び拡幅

工事に

伴う歩

道の暫

定供用）
２ 供用を開始する期日 平成２１年１１月２５日 

 
 
熊本県告示第１０５６号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第４９条及び
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年
法律第３０号）第１４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第５５条に
おいて準用する同法第４９条の規定により施術者を次のとおり指定したので、生活保護法
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第５５条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す
る法律第１４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第５５条の２の規定
により告示する。 
  平成２１年１１月２４日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
（施術者〔柔道整復師〕） 

 施術所名称    施術者     施術所所在地  指定年月日 

甲斐整骨院  嶋田 結 合志市栄２１２７番地１４１ 平成２１年１１

月１７日 

 
 
 
 
 
熊本県公告第６１０号 
  阿蘇市長佐藤義興から認可の申請があった無田地区の換地計画については、平成２１年
１１月１３日付けで計画を適当と決定したので、次により関係書類を縦覧に供する。 
 関係権利者で異議のあるものは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に異
議申立てをすることができる。 
    平成２１年１１月２４日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
１  縦覧の期間  平成２１年１１月２５日から 
                平成２１年１２月２２日まで 
２ 縦覧の場所 阿蘇市役所 
３ 縦覧に供する書類の名称 
  (１) 換地設計書 
  (２) 各筆換地等明細書 
 (３) 清算金明細書 
 (４) 換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細書 

 
 
熊本県公告第６１１号 
  国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第１９条第２項の規定により山都町における
地籍調査の成果を国土調査の成果として認証したので、同条第４項の規定により次のとお
り公告する。 
  平成２１年１１月２４日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

調査を行った 

者の名称   

調査を行った時期 

         

 調査を行った地域

          

成果の

名称 

 認 証 年 月 日 

     

山都町       

             

平成１９年度から 

平成２１年度まで 

下山の全部     

          

山都町    

             

平成２０年度から 

平成２１年度まで 

今の一部      

                

地籍図

及び地

籍簿 

    

平成２１年１１月１３日 

   

        

 
 
熊本県公告第６１２号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年１１月２４日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  上益城郡益城町大字安永字宮ノ本８２３番１、同８２４番１及び同８２４番３ 
  １，５５３．９１平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  上益城郡益城町大字安永８２４番地３ 
  小田 政博 

 
 
熊本県公告第６１３号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年１１月２４日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫    

 公  告 
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１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  熊本県上益城郡御船町大字辺田見字村下２３０番１、同２３１番２、同２３２番１、 
 同２３３番、同２３４番、同２３５番１、同２３７番５、同２４４番２、同２４５番、 
 同２４６番２、同２４７番、同２４８番１並びに里道及び水路の一部 
  ９，６７８．０６平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  千葉県柏市中央町２番８号 
  株式会社三喜 

 
 
熊本県公告第６１４号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年１１月２４日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  上益城郡益城町大字砥川字宮ノ本２０２４番及び２０２５番 
  ５２８．２６平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  熊本市月出二丁目２番６５号 
  徳光 誠也 

 
 
熊本県公告第６１５号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年１１月２４日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  上益城郡益城町大字小谷字迎田２５３番１の一部及び同２５４番の一部 
  ９９９．９９平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  上益城郡益城町大字田原３０３番地１ 
  宇土 三幸 

 
 
熊本県公告第６１６号 
 林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１１条第１項の規定により平成２１年度林業
種苗生産事業者講習会を次のとおり実施するので、林業種苗法施行令（昭和４５年政令第
１９４号）第３条の規定により公告する。 
  平成２１年１１月２４日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
１ 実施の目的 
  種苗生産事業者に対して、種苗の生産、流通等に関し必要な知識を習得させること。 
２ 開催の日時等 
 (１) 開催の日時 
    平成２１年１２月１７日（木） 午前１０時から 
 (２) 開催の場所及びその所在地 
    熊本県林業研究指導所 
    熊本市黒髪八丁目２２２－２ 
 (３) 受付時間 
    午前９時３０分から午前９時５０分まで 
３ 講習科目及び講習時間 
 (１) 種苗に関する法令 ２時間 
 (２) 種苗の産地及び系統に関する事項 ２時間 
 (３) 種苗の生産技術に関する事項 ２時間 
４ 受講申込方法 
  所定の受講申込書に、林業種苗生産事業者講習手数料の額（１４，０００円）に相当

する熊本県収入証紙及び写真をはり付け、平成２１年１２月１０日までに熊本県農林水
産部森林整備課又は各地域振興局林務課に提出すること。 

  なお、既に納入した講習手数料は、返還しない。 
５ その他 
 (１) 前記講習科目の全課程を修了した者には、修了証明書を交付する。 
 (２) 修了証明書を交付された者は、生産事業者の登録を受けることができる。 
 (３) 天災その他の理由により、開催日時、開催場所等を変更することがある。 
 (４) 不明な点は、熊本県農林水産部森林整備課又は各地域振興局林務課に問い合わせ

ること。 


